
 

共通到達度確認試験（仮称）試行試験の準備状況について 
 

 

 共通到達度確認試験（仮称）（以下「確認試験」という。）については、昨年１０月

に取りまとめられた中教審大学分科会法科大学院特別委員会の提言等を受けて、現在、

文部科学省において、導入に向けた準備作業に着手・推進しているところであり、ま

ずは本年度の試行については概ね以下のような形で実施することを予定している。 
 

（実施体制） 

    本年度は、文部科学省の委託事業を受託した東京大学を中核に、京都大学及

び一橋大学の参画を得て、試行試験を実施することを予定。 

（試験実施の予定時期） 

   平成２７年３月中旬を目途に調整。 

（試験科目・試験方式） 

 「憲法」「民法」及び「刑法」の３科目を対象に実施予定。 
 マークシート方式（全て短答式）により実施予定。 
 憲法及び刑法については各３０問、民法については４５問程度を予定。 

（対象校・対象学生） 

 上記３大学とともに、参加希望の法科大学院を加えて実施予定。 
 法学未修者１年次生を対象。 

（試行試験の結果分析） 

    試行試験の実施結果を踏まえ、共通到達度確認試験（仮称）で判定すべき学

修到達度の水準、試験問題の内容や難易度、試験結果を学修指導・進路指導に

活用する方法等について検証を実施する予定。 
 

sunadome
タイプライタ

資料３－２
共通到達度確認試験システムの
     構築に関する調査検討会議  　
（第１回）H27.1.29



共通到達度確認試験（仮称）の基本設計について

平成２５年７月の政府の関係閣僚会議決定に基づき、

『文部科学省において、中教審の審議を踏まえ、法学未修者の教育の質の保証の観点から法科大学院が共通して
客観的かつ厳格に進級判定を行う仕組みとして、「共通到達度確認試験（仮称）」の早期実現を目指すとともに、
これを既修者にも活用できるものとしての基本設計・実施について、２年以内に検討を行う』

ことが決定され、その検討に着手

１．検討の必要性

２．基本設計

確認試験（仮称）については、教育の質の保証の観点から、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う
仕組みとして、

○ 教育課程で学修した内容に関し、その進級時に学生の到達度等を確認し、その後の学修・進路指導や進級判
定等に活用、

○ 学生が全国規模の比較の中で自らの学修到達度を把握することを通じ、その後の学修の進め方の判断材料とし
て活用

を目的に、概ね以下のような基本設計となっており、今後は、試行の実施等を通じて、更に検討を進める予定。

（時期、対象者及び試験科目）

実施時期 対象者 試験科目

１年次の学年末 法学未修者１年次在籍者 憲法・民法・刑法（共通科目）

２年次の学年末 法学未修者２年次在籍者
法学既修者１年次在籍者

憲法・民法・刑法（共通科目）
その他の科目
（民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法）

（その他実施に必要な事項）

○ 確認試験の実施・位置付け、難易度、試験方法
などの具体化は、今後試行による検証作業を通
じて修正・変更

○ 確認試験と司法試験との関係は、法科大学院の
学修が過度に知識偏重とならぬよう留意しつつ、
今後、法務省など関係省庁とも連携しながら検
討・調整




